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　今回は「年次有給休暇」について取り上げてみ
たいと思います。皆さんの職場では有給休暇は取
れていますか？　いろいろな調査がありますが、
日本は先進国の中では有給休暇の取得率は最下位
レベルと言われています。

そもそも年次有給休暇とは、労働基準法第39条
で従業員に認められた権利であり、これを行使す
ることで賃金が支払われる休暇を取得することが
できます。有給休暇は雇用形態にかかわらず法令
上の要件を満たせば付与されます。週５日のフル
タイム勤務であれば、入社６ヶ月後に10日間の有
給休暇が付与されます。その後は年数が増えるに
つれ、有給休暇が付与される日数も増えていき、
最終的には年間で20日間付与されることになりま
す。有給休暇の取得日数は下記の表の通りです。

※	なお、アルバイトやパートタイマーなどでも
労働日数に応じて有給休暇が付与されます。

　従業員の請求により事業所は有給休暇を与えな
ければなりません。また、有給休暇は可能な限り
従業員が請求した日に与えなければならないとさ
れています。ただし、事業所は繁忙期など労働者
に休まれると困ってしまう日に関しては、有給休
暇の取得をずらすよう労働者に求めることができ
ます（時季変更権）。
　有給休暇の趣旨は、給料はそのままに実際に休
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暇を取得して、リフレッシュするという点にあり
ます。有給休暇を買い上げるということは、従業
員が実際に休暇を取得することができなくなるの
で、法令違反となります。ただし、法定日数を超
過する分の有給休暇や退職などで権利行使ができ
なくなる有給休暇のような場合、事業所が買取り
を認めれば、有給休暇を買い取ってもらうことが
できます。
　また、来年度からは、「働き方改革」の一環で
年間の有給休暇消化日数が５日未満の従業員につ
いては、事業所が有給休暇を取得するべき日を指
定することが義務付けられました。事業所が従業
員に最低５日は有給休暇を取得させないと、法令
違反になります（６ヶ月以下の懲役または取得で
きていない従業員１人あたり30万円以下の罰金）。
そのため「年次有給休暇の計画的付与」制度を設
ける（労使協定の締結が必要）などの検討が必要
です。
　今後は、職場全体で「有給休暇を取得するのが
当たり前」という風土作りが必要となってくると
思います。事業所にとっても従業員の年次有給休
暇取得の推進は、優秀な人材確保や離職率の低
下、モチベーションの維持、生産性向上等につな
がると思います。

『あなたの職場は有給取れていますか？』

（今回の担当：医療労務管理アドバイザー　田中伸一　社会保険労務士）

勤続年数 ６ヶ月経過 ６ヶ月経過後
最初の基準日 翌　年　以　降　の　基　準　日

付与回数 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目 ７回目以降

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

《HPへの掲載を始めました》
　過去に掲載した記事が支援センターのホームページでも閲覧できるようになりました！




